
家畜衛生情報

ＢＳＥの清浄化に向けて
牛肉の消費に対する不安を解消し、牛肉の消費を回復するためには、飼

料の適正使用を推進するとともに、飼料のトレーサビリティを確保するこ
とが重要です。

また、我が国が国際獣疫事務局が定める清浄国となるためには、

○ 国産牛でのＢＳＥの最終発生例の報告が７年以上前であること、

○ 反すう動物に由来する肉骨粉等を含む飼料の禁止が少なくとも８年
間効果的にに執行されていること

が必要です。

飼料等の製造、輸入、販売、使用にあたっては、飼料安全法に基づく①
基準規格を遵守してください。
牛を対象とする飼料は、肉骨粉、肉紛、蒸製骨粉、血粉、血しょうたん

白、蹄粉、角粉、皮粉、加水分解たん白、チキンミール、フェザーミール等

のほ乳動物及び家きん由来たん白質を含んではなりません。

飼料等には、必ず表示票を添付してください。②
飼料安全法で表示が義務付けられている飼料等には、必ず表示票を添付し

ましょう。また、その他の飼料についても、飼料のトレーサビリティを確保

するため表示の励行に努め、飼料の表示がないもの（肥料用等）を飼料とし

て販売、購入、使用しないようにしましょう。

飼料等の製造、輸入、販売に関する帳簿を備え、８年間保存してくだ③
さい。
飼料安全法では、飼料のトレーサビリティを確保する観点から、飼料等を

製造し、輸入し、譲り受け、又は譲り渡したときは、これらの内容を帳簿に

記載し、８年間保存しなければなりません。

牛飼養農家においても、飼料等の購入、給与に関する記録及び保存に④
努めましょう。
農家における飼料の購入、使用については、法に基づく義務規定にありま

せんが、トレーサビリティの確保の観点から飼料の購入及び給与を記録し、

これを保存しましょう。

製造飼料データベースシステムを活用しましょう。⑤
飼料製造(輸入)業者は、牛用の配合飼料又は混合飼料の内容（製造（輸

入）業者名、工場名、製造(輸入)年月、飼料の名称、原材料名等）の製造飼

料データベースへの提供に努めましょう。また、牛飼養農家は、製造飼料デ

ータベースシステムを有効に活用し、給与飼料の内容等の生産履歴の情報提

供に努めましょう。 『 』http://group.lin.go.jp/kashikyo

☆ 起立不能、歩行異常、神経症状を示す牛を発見した場合には、
家畜保健衛生所までご連絡ください。

飛 騨 家 畜 保 健 衛 生 所
高山市上岡本町 ７－４６８

0577 33 1111℡ － －
fax 0577 32 0919－ －



使用上の注意が記

録されている飼料は、使用上の注
意を遵守しましょう。

例えば、チキンミール等を含む飼料に
は、以下のように記載されています。

使用上の注意
１ この飼料は、牛には使用しない
こと（牛に使用した場合は処罰の対象と
なるので注意すること。）。
２ この飼料は、牛を対象とする飼
料（飼料を製造するための原料又
は材料を含む。）に混入すないよう
保存すること。

対象家畜等が記載さ

れている飼料は、他の家畜には絶対

給与しないでください。

飼料添加物を含む資料には、

飼料添加物の名
称及び量が記録されてい

ますので、内容を確認しましょう。

飼料安全法に基づく配合飼料の表示例 飼料の購入記録は、表示票と出荷伝票を保存し、

ここに記載の内容を基に、飼料給与台帳を
記載しましょう。

原材料名の欄には、飼料添加物以外のすべての原材

料が記載されていますので、内容を確認しましょう。

配合飼料の原材料名は、穀類、植物性油かす類、動物質性飼

料、そこう類、その他に区分して、配合割合の大きい順に記載さ

れています。

また、混合飼料の原材料名については、全ての原材料が混合

割合の大きい順に記載されています。

表示票
飼料の種類 大麦
飼料の名称 飼料用大麦
輸入業者の名称及住所
○○商事株式会社
東京都千代田区○○

出荷伝票
飼料の名称 飼料用大麦
数量 １００ｋｇ
販売業者の名称及住所
○○商事株式会社
東京都千代田区○○

任意表示の例 出荷伝票の例

飼料製造業者、輸入業者、販売業者は、

飼料等を農家に販売する場合には、必ず表示票及び出荷伝票

を農家に渡しましょう。

飼料の購入使用にあたっての表示票チェックポイント

・農家は、飼料の購入にあたっては、表示票及び出荷伝票が付されているか
確認しましょう。

・表示票及び納品伝票を保存し、飼料給与台帳を記録しましょう。

飼料の名称 ○○印○○用配合飼料
飼料の種類 ○○育成用
製造年月日 １９７６．７
製造業者の氏名又は名称 ○○○飼料株式会社

及び住所 ○○県○○市○○町○○番地
製造事業場の名称及び所在地

成分規格省令別表第１の１の
対象家畜等 ○○○（ ）

（１）のウの(注) １により記載
正味重量 ○○ｋｇ

成 分 量

粗 た ん 白 質 ％以上 粗 脂 肪 ％以上

粗 繊 維 ％以下 粗 灰 分 ％以下

カ ル シ ウ ム ％以上 り ん ％以上

可 消 化 養分総量 ％以上

（代謝エネルギー）

可消化粗たん白質 ％以上

含有する飼料添加物の名称 ○○○ ２０ｇ力価／トン

及び量

○○○ ○○○ ○○○ ○○○（注１）

原材料名等

１．原材料名は原則として配合割合の大きい順である。

２．（）内の原料は、原料事情等により使用しないことがある。

[注意]   １．この飼料は、上記の対象家畜等に記載されているもの以外には使用できません。
２．この飼料は、食用を目的として屠殺する前７日間は使用できません。

原材料の区分 配合割合 原 材 料 名 （注２）

穀類 ％ ○○○ ○○○ （○○○）

植物性油かす ○○○ 落花生油かす（２％） （○○○）
動物質性飼料 ○○○ （○○○）
そうこう類 ○○○ （○○○）
そ の 他 ○○○○○○○○○○○○○○○ （○○○）

規格適合

マーク




